
令和４年度 備中とと道トレイル推進協議会総会報告

日 時：令和４年６月２５日（土）１０：００〜１２：００
場 所：やかげ町家交流館
参 加：出席１６名、委任状１４名，欠席６名

正会員数３６名のため過半数を充足，総会成立

■第１部 総会（１０：００−１０：４０）
１．総会開会
森山会長挨拶:
昨年度はコロナ禍ではありましたが皆様のご協力により予定通りの事業を終了できました。私
どもの活動が徐々に認められまして地元のケーブルテレビをはじめNHKまでが私どもの活動を
取りあげていただいたおかげで、「とと道とはなんだか？」と言われておったのが社会的な認知
がされてきた様な気がしております。この気持を元にしまして今年度も頑張ってゆきたいと思い
ますので、事業につきご賛同いただき、議決いただきますようお願いします。

２．議決事項（資料添付）→参加者過半数で承認
①令和３年度 事業実績
②令和３年度 決算
③令和３年度 監査報告
④令和４年度 事業計画
⑤令和４年度 予算
⑥令和４年度 役員体制について（１４→１２名体制へ）

会長；森山会長退任、小見山節夫氏就任
副会長：西田秀夫（新任）
役員 事務局長：金子晴彦（留任）

会計：塩田宏之（留任）
北村卓士、大平章乃、金高常泰、信原秀清、戸田誠、徳森
勝造

監事：守屋和幸、佐野金司（新任）
顧問：森山上志、池尻雄策

⑦規約第９、１１条への顧問規定の新設

３．今年度会員ならびに会費徴収状況（１０：４０−１０：５０）
6.18時点で126名の方から会費を徴収（昨年度は119名）。昨年来の会員で今年度会費未払い
の方は21名有り、現在確認中。

４．その他(正会員出席者主要コメント）
・私の家のそばをとと道が通っていて、案内板やガイドブックがあるんだが、ここがとと道だった
んだよということがイマイチはっきりしない。近くの人が気付くような情報が欲しい。また若い
人への情報提供が大切。
・金浦ではとと道関連の情報はほとんどが口伝で書面等記録が少ない。今後それを調べた
い。

・どこでもそうだが年配層ばかりが多いので若い層への情報提供を願いたい。
・岡山の子供の体力が平均を下回っている．対策として歩くこと、とと道を歩くことを提言している。
県の環境部長に対応をお願いしたい。

５．総会閉会 池尻副会長挨拶（ー１１：００）



■第２部 ガイドブック増補改訂にあたって
ー編集委員報告(１１：０５−１１：５０）

１．金浦地区：道と辻堂、四国８８ヶ所ととと道の重なり

２. 北川地区：とと道地図の作成手順。岩神池周辺、甲弩地区
の古地図の反映。

３．小田地区：新たに見えて来たとと道、ルートの変更、とと道の変化，小田正徹の紹介

４．美星地区：５つの中継所紹介

５．宇治、吹屋地区：宇治地区、笹尾城地区、延命寺地区のルートの変更紹介

■令和３年度(2021)事業報告／事務局

4.17  第１回役員会(13名）
6.26  総会 （19名+14名委任／3３名）

10.27  矢掛、美星草刈り開始
11.12  備中県民局へ補助金申請
11.24〜26 NHK「もぎたて」にて3回放送
11.27  第2回役員会(10名）
11.29  一般公開ウォーク参加案内発送開始
12.02  福武教育文化振興財団助成金申請
12.11  成羽—吹屋ウォーク実施（67名）
12.18  笠岡—三山（32名）
1.15  三山—成羽（36名）
1.22  吹屋—成羽（34名 累計169名）
2.28  県民局令和３年度補助金額確定
3.23  福武財団令和4年度助成確定

■令和4年度(2022)事業計画／事務局
①福武教育文化振興財団助成事業内容
・ガイドブックの増補改訂
・実施体制=笠岡、矢掛、美星、成羽、吹屋５地区代表５名の編集委員による編集。
・８月末までに原稿そろえ。９月に入稿。１０月出版予定。

②とと道沿道４地区での小中高生によるとと道体験会実施

③とと道一般公開ウォーク実施
第１回 １２．１７（成羽—吹屋）
第２回 １．１４（笠岡—三山）
第３回 １．２１（三山—成羽）

資料



予実算会計報告資料







役員等
第９条本会に次の役員を置く
①会長 １名
②副会長 ２名
③役員 若干名
④事務局長 １名
⑤会計 １名
⑥監事 ２名
なお必要に応じて若干名の顧問をおくことができる（追加）

役員の職務
第1０条
会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は、その職務を代行する。
役員は事業の執行に関する業務を行う。
事務局長は、本会の事務全般を担当する。
会計は、本会の出納事務を担当する。
監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

役員の選任
第1１条

会長、副会長、事務局長および新役員の選任は、正会員から立候補あるいは推
薦される者の中から総会において選出する。
会計は事務局長が指名する。
監事は役員の中から選出する。
顧問は必要に応じて正会員により推挙される者の中から総会において選出する。
(追加）

役員の任期
第1２条 役員の任期は、設立総会の日から令和４年３月31日までとする。以後の
任期は２年とする。補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の解任
第1３条 役員が次の各号のいずれかに該当する時は、総会の議決によりこれを
解任することができる。
心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められた時。
その他解任に相当する事項が認められた時。

規約の変更
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